
【図１ 機関内の責任体系図】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

運営管理部局責任者 

学科長、総合情報研究所長 
 

（権限の範囲と根拠規定等の記載） 
本学に，各部局における研究費の運営及び管理につい

て責任と権限を有する部局責任者を置く。 
（東京情報大学公的研究費の管理・監査に関する規程

第 6 条） 

会計管理部局責任者 

事務局長 
 

（権限の範囲と根拠規定等の記載） 
本学に，各部局における研究費の運営及び管理につい

て責任と権限を有する部局責任者を置く。 
（東京情報大学公的研究費の管理・監査に関する規程

第 6 条） 

統括管理責任者 

学部長 
 

（権限の範囲と根拠規定等の記載） 
本学に，最高責任者を補佐し研究費の運営及び管理について，本学

全体を統括する責任と権限を有する統括管理責任者（以下「統括責

任者」という。）を置く。 
（東京情報大学公的研究費の管理・監査に関する規程第 5 条） 

 

最高管理責任者 

学 長 
 

（権限の範囲と根拠規定等の記載） 
本学に，大学全体を統括し研究費の運営及び管理について，最終的

な責任と権限を有する最高管理責任者（以下「最高責任者」という。）

を置く。 
（東京情報大学公的研究費の管理・監査に関する規程第 4 条） 



【図２ 防止計画推進部署の設置図】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東京情報大学 

 
 
【構成】 

○総務課 

 

○総合情報研究所 

【役割】 

取引業者に不正行為がないか、支払関

係書類の確認及び物品等の実査。 

防止計画推進部

 

 
 
 
 
 
 
 
【役割】 

支払関係書類が適正であるかを確認すること

や、研究者への聞き取り調査（実査含む）を

行う。 

監査 

監査は学校法人東京農業大学内部監査室

が担当する。 

（東京情報大学公的研究費の管理・監査に

関する規程第 9条） 

 
研究者 

 
取引業者 

学 長 

依頼 

報告 



【図３ 発注～検収～支払い業務のフロー図】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【売掛取引（研究者からの発注）・取引業者納品】 

【売掛取引（総合情報研究所からの発注）・取引業者納品】 

①発注 

【売掛取引（総合情報研究所からの発注）・運送業者納品】 

 
取引業者 

総務課 
・納品検査 

（検収印の押印） 

 
研究者 

②発注 

④納品 

⑤検査済納品 

⑧支払い 

総合情報研究所 
・発注 

⑦伝票提出 
⑥納品書・請求書 

提出 

 
取引業者 

総務課 
・納品検査 

（検収印の押印） 

 
研究者 

②発注 

③検収 

④検査済納品 

⑦支払い 

総合情報研究所 
・発注 

⑥伝票提出 

⑤納品書・請求書 
提出 

①物品等の 
購入申請 

③発送 

運送業者 
①物品等の

購入申請 

 
取引業者 

研究者 
・発注 

②検収 

③検査済納品 

⑥支払い 

 
総合情報研究所 

総務課 
・納品検査 

（検収印の押印） 
⑤伝票提出 

④納品書・請求書 
提出 



【研究者による立替え払い】 

 

④検査済納品物の返却 

【調達願が必要な物品】 

総務課 
発注・納品検査 
（検収印の押印） 

 
研究者 

 
取引業者 

 
総合情報研究所 

②調達願提出 

③発注 ④納品 ⑥支払い 
①調達依頼 

⑤調査済納品物の受渡 

【売掛取引（研究者からの発注）・運送業者納品】 

 
取引業者 

研究者 
・発注 

②納品 ③検査済納品 
⑥支払い 

 
総合情報研究所 

総務課 
・納品検査 

（検収印の押印） 

⑤伝票提出 

④納品書・請求書 
提出 

 
取引業者 

研究者 
・発注・支払い 

②納品 

③納品物の検査依頼 
総務課 

・納品検査 
（検収印の押印） 

 
総合情報研究所 

⑤領収書提出 

⑦立替金額の支払い 

⑥伝票提出 ①発注・支払い 

運送業者 

②発送 

①発注 



【図４ 通報（告発）窓口から、最高管理責任者までの情報の流れ図】 
 
 
 
 

【通報（告発）窓口】 
学校法人東京農業大学 
総務部 人事課長 

通報者 

学校法人東京農業大学 
理事長 

【最高管理責任者】 
学長 

倫理委員会 

法人の役員、職員等は、不祥事の発生を未然に防止

するよう努めなければならない。 
2 不正及び不法等の防止に努めるだけでなく、そ

の事実を認めた者は、理事長あて文書をもって、そ

の内容と提出者名を明記の上、厳封して人事課長を

経由して提出すると共に、所属長及び部門長に報告

する。部門長は文書をもって理事長に提出するなど

適切な措置をとらなければならない。 
3 理事長は、前号によって提出された文書の内容

により、必要があると判断したときは、倫理委員会

に諮問するものとする。 
（学校法人東京農業大学倫理綱領施行細則第 6 条） 


